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更生保護法人熊本県更生保護協会理事長
NPO法人熊本県就労支援事業者機構会長

（題字は米満弘之理事長・会長の筆によるものです。）

平素から、当団体の事業運営に深いご理解とご協力を賜り、あらため
て敬意を表するとともに心から感謝申し上げます。
さて、当協会、機構におきましては、このたび広報誌を発行すること
になりました。現在、熊本保護観察所のご協力を得て、当協会の事業と
して「更生保護くまもと」を定期的に発行しているところですが、その
機関誌とは別に当協会と機構が力をあわせ、年に１～２回程度、従来の
機関誌とは少し違った視点から、一般市民の方々に更生保護を知ってい
ただきたいと思い、新たに広報誌「こうせい」を発行することといたし
ました。
広辞苑を調べてみますと「こうせい」には、更生の外、公正、更正、
後生、厚生、恒星など幅広く使われております。

この機関誌がより充実したものとして末永く愛読されますように、皆様のご支援、ご協力を心からお
願い申し上げます。
さて、最近の更生保護をとりまく現状を見ますと、再犯防止を目的とした保護観察の機能強化等、
更生保護制度の改革が進められており、当協会・機構の目的とするところの熊本県内における更生保
護事業の充実・発展に寄与する役割は、一層大きなものとなってきております。
今後とも、社会から求められている当協会・機構の事業に一層のご理解とお力添えを賜りますよう
お願い申し上げます。
また、保護司を始めとする更生保護関係者の皆様のますますのご健勝を願い、犯罪や非行のない明
るい社会が一日も早く実現するよう貢献していきたいと思っております。

発刊のごあいさつ

山都町の白糸台地の棚田風景　　宇城地区保護司　瑞穂その

こうせい
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「期待しております」
藤森 純也熊本県保護司会連合会長

　「更生保護」に関わる広報誌が新たな企画で発刊されますこと、更生保護団体として大変意義深い
ものだと評価するものであります。
　近年、更生保護は各団体の効果的な事業の展開で、さらに社会に認知されて注目度も高まっています。
　県保護司会の現在の大きな事業の一つは更生保護サポートセンターの開設であります。16地区会のう
ち、既設が10ヶ所、今年中には合計12ヶ所の開設の予定であります。今後は保護司活動が活発化され、
関係団体との交流の場として活用でき、さらに未設置の地区会にも情報等が提供できるものと期待して
いる所です。
　最後に、この広報紙が将来の熊本県の更生保護の指針になりますことを願っております。

　このたび、熊本県更生保護協会及び熊本県就労支援事業者機構において、新たに広報誌を発刊さ
れる運びとなりましたことを、心からお喜び申し上げます。
　再犯防止における「更生保護」の果たす役割が、ますます重要になってきている昨今、「更生保護」
に対する理解と協力を広く地域社会に求めていくためにも、これまで以上に「情報発信」が必要不可欠
となってきています。
　貴協会及び貴機構は、このような時勢を察知され、広報誌を年１～２回程度、独自で発刊される予
定とのことであり、その進取の気概溢れる姿勢に、心からの敬意と感謝の意を表します。
　本広報誌が、今後末永く継続発行され、県下の「更生保護」の充実・発展に大きく寄与されるもの
となりますよう期待申し上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。

川田  香
広報誌発刊を祝して

熊本保護観察所長

広報誌発刊を祝して
立川 和代熊本県更生保護女性連盟会長

　熊本県更生保護協会及び熊本県就労支援事業者機構におかれましては、広報誌「こうせい」を発刊さ
れることを心からお祝い申し上げます。
　今回の広報誌は、一般の方々に広く更生保護を知っていただき、理解してもらいたいとの思いで発刊さ
れることは誠に意義深いことと存じます。広く地域に根ざし、愛される広報誌として発展されることを願って
います。
　平素、更生保護女性会は貴会から温かいご支援、ご協力をいただきながら活動を推進しております。本
年、九州大会を開催するにあたり多大なるご支援、ご協力をいただきまして心から感謝申し上げます。
　広報誌発刊を契機に、今後更なる発展を遂げられるよう心から祈念申し上げます。

ー２ー

更生保護法人　熊本県更生保護協会

収　入　の　部
項　目 予算額 決算額 項　目 予算額 決算額

支　出　の　部

予備費(くるま座トーク、DVD作成）

助成金収入 一時保護事業費（金品給与）1,000,000

篤志者寄附金 連絡助成事業費1,300,000

役員等寄附金 6,950,000

香典返に代わる
寄附金

事務費（給料手当外）

啓発費（社明推進費外）

連絡調整費（機関誌発行外）

助成費
（地区保護司会等への助成）

0

財産収入 20,000

会費 7,500,000

1,441,000 1,200,000

10,500,000

3,290,000

1,000,000

930,000

5,280,000

245,000

4,875,000

16,820,000

1,678,928

9,983,006

2,738,002

1,010,207

594,097

5,640,700

224,626

1,036,560

12,923,120

1,128,000

5,760,000

0

22,532

6,722,000

合　　　計 合　　　計16,820,000 15,101,532

管理費（会計ソフトリース代外）

米満 弘之理 事 長 寿量会熊本機能病院　会長・総院長

船津 昭信副理事長 熊本保健科学大学　理事長

藤森 純也副理事長 熊本県保護司会連合会　会長

福永 力三副理事長 アイ・ウッド株式会社　会長

　当協会は，保護司等更生保護に従事しておられる方 に々対し，物心両面から協力，援助を行うほか，自らも
犯罪予防に関する世論の啓発宣伝をはかるための活動を行うことを使命としている団体です。
　当協会では次のような事業を行っております。
　（１）更生保護関係団体（熊本自営会，保護司会，更生保護女性会，ＢＢＳ会，協力雇用主会）に対する助

成及び活動支援
　（２）要保護対象者に対する，更生援助のための金品給与
　（３）毎年開催される“社会を明るくする運動”への協力及び助成
　（４）保護司等民間協力者に対する顕彰，記念品贈呈のための補助
　（５）機関紙『くまもと更生保護』の発行及び更生保護カレンダー配布
　（６）熊本県就労支援事業者機構への協力支援，及び就労援助費給与事業
　なお，当協会の活動経費は，主として寄附金及び当協会の運営趣旨に賛同された会員の会費によって運
営されています。しかし，その現状は極めて不十分であります。熊本県民の皆様のご理解を得て，事業の一
層の発展，充実を図り，当協会に与えられた使命を果したいと念願するものであります。
　このような状況をご賢察の上，犯罪のない明るい社会づくりのため，格別のご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
　会費は年額 1,000 円以上（普通会員）から，お受けしております。お問合せや入会を希望される方は下記
までご連絡下さい。

熊本保護観察所内　熊本県更生保護協会　電話 096-366-8080（代表）

熊本保護観察所内　熊本県更生保護協会　電話 096-366-8080（代表）

◇お願い◇

収入総額　15,101,532円　　支出総額　12,923,120円　　繰越金　2,178,412円

平成25年度収支決算書

連絡先　熊本市中央区大江 3丁目 1番 53号　電話 096-366-8080　Fax096-373-1302

■　設立の趣旨
当協会は、更生保護事業法に基づき、法務大臣の認可を受けて設立された公益法人です。
活動は熊本県下各地で行われ、犯罪や非行を犯した人たちの更生保護と、犯罪、非行を
なくすための世論啓発、地域社会の浄化を図ることを目的としています。

■　主な活動
１，更生保護団体に対する助成及び活動支援
２，要保護対象者に対する、更生援助のための金品給与
３，犯罪や非行防止のための世論啓発
４，熊本県就労支援事業者機構への協力支援及び就労援助費給与事業
５，機関誌の発行

会員募集　年間1,000円（普通会員）から年間10,000円以上（特別会員）までの会員を募集してお
ります。お問い合わせや入会を希望される方は下記までご連絡下さい。

篤志寄附　ご自由な金額をもって、お志しをご寄附いただきます。
香典返しに代えての寄附　当協会では香典返しに代えての寄附金を受け付けております。

※　篤志寄附及び香典返しに代えての寄附につきましては、節税効果の高い税制控除制度が導入され
ました。また、一定額以上のご寄附をいただきました方には、次の方々から謝意が表されます。
5万円以上（保護観察所長）～ 10万円以上（委員長）～ 20万円以上（法務大臣）

■　役員体制

■　平成25年度決算
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